
【記入の手引き】②【記入の手引き】②【記入の手引き】②【記入の手引き】② 　　　平成２７年分  給与所得者の保険料控除申告書  兼  給与所得者の配偶者特別控除申告書　　　平成２７年分  給与所得者の保険料控除申告書  兼  給与所得者の配偶者特別控除申告書　　　平成２７年分  給与所得者の保険料控除申告書  兼  給与所得者の配偶者特別控除申告書　　　平成２７年分  給与所得者の保険料控除申告書  兼  給与所得者の配偶者特別控除申告書◆給与所得者の保険料控除申告書○○生命 28年 長龍太郎 長龍花子 妻 新・旧△△生命 終身 終身 長龍太郎 長龍花子 妻 新・旧新・旧新・旧××生命 個人年金 21年 長龍太郎 新・旧□□生命 個人年金 15年 長龍太郎 新・旧新・旧 続柄次男あなたとの続柄1年 本人１０年 本人+

　　※＜お願い＞証明書類は、貼付けしないで下さい。　（クリップかホッチキスで留めてください）　　※＜お願い＞証明書類は、貼付けしないで下さい。　（クリップかホッチキスで留めてください）　　※＜お願い＞証明書類は、貼付けしないで下さい。　（クリップかホッチキスで留めてください）　　※＜お願い＞証明書類は、貼付けしないで下さい。　（クリップかホッチキスで留めてください）

あなたが本年中に支払った保険料の金額保険料を負担することになっている人氏名国民年金日本年金機構長龍二郎合　計　(控除額) 179,760種　　類個人型年金加入者掛金心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金小規模企業共済等掛金 合　計　(控除額)独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金Ｂ又はＥ×1/2＋12,500円Ｂ又はＥ×1/4＋25,000円一律に50,000円 社会保険料控除 社会保険の 種類 保険料の支払先の名称長龍太郎 あなたが本年中に支払った保険料の金額179,760一律に40,000円 50,001円から100,000円まで100,001以上 家屋等に居住もしくは家財を利用している者等の氏名保険等の対象となった保　険　等の契約者の氏名
給与支払者の確認

25,000円以下25,001円から50,000円まで 生命保険料控除額計（　イ　+　ロ　+　ハ　）（最高120,000円）Ｂ又はＥの金額37,500 ###
税務署長殿

⑤と⑥のいず30,00020,001円から40,000円まで 控除額の計算式 控除額の計算式（ａ）のうち新保険料新保険料新保険料新保険料等等等等の金額の合計額 Ｂ又はＥの金額（ａ）の金額の合計額（ａ）のうち新保険料新保険料新保険料新保険料等等等等の金額の合計額80,001以上計算式Ⅰ　（新保険料等用） 計算式Ⅱ　（旧保険料用等）Ａ、Ｃ又はＤの金額Ａ、Ｃ又はＤ×1/2＋10,000円Ａ、Ｃ又はＤ×1/4＋20,000円
########（ａ）のうち旧保険料旧保険料旧保険料旧保険料等等等等の金額の合計額 50,000Ａ、Ｃ又はＤの金額 Ｃの金額を下の計算式Ⅰ計算式Ⅰ計算式Ⅰ計算式Ⅰ（新保険（新保険（新保険（新保険Ｄの金額を下の計算式Ⅰ(新保険計算式Ⅰ(新保険計算式Ⅰ(新保険計算式Ⅰ(新保険料等用)料等用)料等用)料等用)に当てはめて計算した金額 25,000 計（④+⑤）給与支払者の

32,50050,000 計（①+②）②と③のいず
(フリガナ)あなたの氏名あなたの住所又は居所 新・旧の区分保険金等の受取人氏名 あなたとの続柄      長龍太郎〒 ５８１ -００８５

地震保険料控 除 額

給与の支払者の名称（氏名）給与の支払者の所在地(住所) （株）飯田サポートシステム八尾市安中町１－１－２９
○△火災 Ｅの金額を下の計算式Ⅱ(旧保険計算式Ⅱ(旧保険計算式Ⅱ(旧保険計算式Ⅱ(旧保険料等用)料等用)料等用)料等用)に当てはめて計算した金額20,000円以下40,001円から80,000円まで 長龍太郎 ##（最高 （最高　のうち旧長期損害保険料の金額の合計## ###　　のうち地震保険料の金額の合計

養老（ａ）のうち旧保険料旧保険料旧保険料旧保険料等等等等の金額の合計額 50,000120,000
保険期間建物（地震）保険会社等の　名　称 保　険　等の種類　(目的) 支払開始日　平成　27.10.31支払開始日　平成　35.5.10支払開始日　　　.　　.

Ｃ　の金額55,000 長龍太郎長龍太郎
介護医療保険料 Ｂの金額を下の計算式Ⅱ(旧保険計算式Ⅱ(旧保険計算式Ⅱ(旧保険計算式Ⅱ(旧保険料等用)料等用)料等用)料等用)に当てはめて計算した金額個人年金保険料地震保険料控除 　Ｃ　×1/2+5,000円　）○△損保 Ｂ　の金額 （最高50,000円）50,000

###生命保険料控除
保　険　等の契約者の氏名保険等の種　　類保険会社等の　名　称 保険期間又は年金支払期間Ａの金額を下の計算式Ⅰ(新保険計算式Ⅰ(新保険計算式Ⅰ(新保険計算式Ⅰ(新保険料等用)料等用)料等用)料等用)に当てはめて計算した金額一般の生命保険料

★ポイント③★ポイント③★ポイント③★ポイント③地震保険料控除には「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の地震保険料控除には「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の地震保険料控除には「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の地震保険料控除には「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の2種類があります。2種類があります。2種類があります。2種類があります。　※地震保険料は　　地震保険料は　　地震保険料は　　地震保険料は　　　　　欄　　　　欄　　　　欄　　　　欄　へ記入へ記入へ記入へ記入　 ※旧長期損害保険料は旧長期損害保険料は旧長期損害保険料は旧長期損害保険料は　　　欄　　　　欄　　　　欄　　　　欄　へ記入へ記入へ記入へ記入　　（経過措置対象）　　（経過措置対象）　　（経過措置対象）　　（経過措置対象）　保険期間10年以上で満期返戻金「有」。　平成18年12月31日以前に契約したものに限る。　契約内容によっては例外もある為契約保険会社に確認お願い致します。　

円ＡＢ ②① 円円（最高40,000円）（最高50,000円） （最高40,000Ｃ （最高40,000ＤＥ ④ （最高40,000円）（最高50,000円） （最高40,000円⑤ 円円円円円円
円円 円円Ｂ ＡＡ

印★ポイント①ポイント①ポイント①ポイント①生命保険料控除は次の3種類があります。生命保険料控除は次の3種類があります。生命保険料控除は次の3種類があります。生命保険料控除は次の3種類があります。「一般用」　「介護医療」　「個人年金用」「一般用」　「介護医療」　「個人年金用」「一般用」　「介護医療」　「個人年金用」「一般用」　「介護医療」　「個人年金用」（注）制度変更により　一般用と個人年金用は「新保険料」、（注）制度変更により　一般用と個人年金用は「新保険料」、（注）制度変更により　一般用と個人年金用は「新保険料」、（注）制度変更により　一般用と個人年金用は「新保険料」、　　　「旧保険料」に区別されます。　　　「旧保険料」に区別されます。　　　「旧保険料」に区別されます。　　　「旧保険料」に区別されます。※新保険料新保険料新保険料新保険料→計算式Ⅰ計算式Ⅰ計算式Ⅰ計算式Ⅰを　※旧保険料旧保険料旧保険料旧保険料→　計算式Ⅱ計算式Ⅱ計算式Ⅱ計算式Ⅱを使用控除証明書に　新・旧　新・旧　新・旧　新・旧　が表記されています。よくご確認の上、申告下さい。生命保険料の控除額計算において算出した金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り上げます。その端数を切り上げます。その端数を切り上げます。その端数を切り上げます。
円円

⑥⑥⑥⑥中小企業基盤整備機構と契約した共済契約がある場合はこちらにご記入下さい　＊証明書添付が必要となります＊証明書添付が必要となります＊証明書添付が必要となります＊証明書添付が必要となります
★ポイント④★ポイント④★ポイント④★ポイント④地震保険料控除額には限度額があります。　●地震保険料控除額地震保険料控除額には限度額があります。　●地震保険料控除額地震保険料控除額には限度額があります。　●地震保険料控除額地震保険料控除額には限度額があります。　●地震保険料控除額++++旧長期損害保険料控除額の上限金額は最高旧長期損害保険料控除額の上限金額は最高旧長期損害保険料控除額の上限金額は最高旧長期損害保険料控除額の上限金額は最高50,00050,00050,00050,000円です円です円です円です　※地震保険料控除限度額　50,000円　地震保険料控除限度額　50,000円　地震保険料控除限度額　50,000円　地震保険料控除限度額　50,000円　※旧長期損害保険料控除限度額　15,000円旧長期損害保険料控除限度額　15,000円旧長期損害保険料控除限度額　15,000円旧長期損害保険料控除限度額　15,000円　　　地震保険料だけで年間支払保険料が5万円を超えると限度額に達します。地震保険で5万円を超える証明書が一つあればそれを記入下さい。　※日本興亜から発行されている証明書で保険の種類が「年金払い」となっているもの（経過措置対象欄に金額があるもの）は　旧長期損害保険料控除に該当します。ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ （　Ｃ　の金額が10,000円を超える場合は

★ ポイント②★ ポイント②★ ポイント②★ ポイント②生命保険料控除額には限度額があります（最高12万）生命保険料控除額には限度額があります（最高12万）生命保険料控除額には限度額があります（最高12万）生命保険料控除額には限度額があります（最高12万）1111：：：：新契約（平成24年1月1日以降に締結したもの）新契約（平成24年1月1日以降に締結したもの）新契約（平成24年1月1日以降に締結したもの）新契約（平成24年1月1日以降に締結したもの）　・ 一般用の生命保険料の支払額合計 ：　Ａ欄　に記入　・ 介護医療保険料の支払額合計 ： 　Ｃ欄　に記入　　各保険料支払額が8万円を超えると、それぞれ4万円ずつ控除が受け　　られます。（受けられる控除は合計12万円が限度です）　・ 個人年金保険料の支払額合計 ： 　Ｄ欄　に記入2222：：：：旧契約（平成23年12月31日以前に締結したもの）旧契約（平成23年12月31日以前に締結したもの）旧契約（平成23年12月31日以前に締結したもの）旧契約（平成23年12月31日以前に締結したもの）　・ 一般用の生命保険料の支払額合計 ： 　Ｂ欄　に記入　・ 個人年金保険料の支払額合計 ： 　Ｅ欄　に記入　　各保険料支払額が10万円を超えると、　　それぞれ5万円ずつ控除が受けられます。　　　　　　　　　　　（受けられる控除は合計10万円が限度です）
★ポイント⑤★ポイント⑤★ポイント⑤★ポイント⑤ご家族の社会保険料も含めご自身がご家族の社会保険料も含めご自身がご家族の社会保険料も含めご自身がご家族の社会保険料も含めご自身が支払った（納付した）支払った（納付した）支払った（納付した）支払った（納付した）社会保険料は申告できます社会保険料は申告できます社会保険料は申告できます社会保険料は申告できます・国民健康保険料やお子様の国民年金、後期高齢　者医療制度の保険料など家族の社会保険料を　負担している場合、この欄にご記入下さい。・入社前に支払った国民年金保険料などについて　も、H27年支払分であれば、申告できます。＊国民年金保険料を申告する場合は証明＊国民年金保険料を申告する場合は証明＊国民年金保険料を申告する場合は証明＊国民年金保険料を申告する場合は証明書書書書

長龍■生命保険料、損害保険料、小規模企業共済掛金、生命保険料、損害保険料、小規模企業共済掛金、生命保険料、損害保険料、小規模企業共済掛金、生命保険料、損害保険料、小規模企業共済掛金、　国民年金保険料の控除申告にあたっては、　国民年金保険料の控除申告にあたっては、　国民年金保険料の控除申告にあたっては、　国民年金保険料の控除申告にあたっては、　必ず控除証明書を添付して下さい。　必ず控除証明書を添付して下さい。　必ず控除証明書を添付して下さい。　必ず控除証明書を添付して下さい。【保険料控除申告書】の記入について【保険料控除申告書】の記入について【保険料控除申告書】の記入について【保険料控除申告書】の記入について ①①①①②-1②-1②-1②-1
③③③③ ④④④④ ⑥⑥⑥⑥⑤⑤⑤⑤

②-2②-2②-2②-2


